
（法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」） 
 
 

平成 26年度の事業報告書 
 

平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで 
 

 
特定非営利活動法人ゆう・さぽーと 

 
１	 事業の成果	 

	 当法人が運営する『ヘルパーステーションそらいろ』は三年目を迎え、利用される方は

38 名、スタッフ 9 名になり、安定した事業活動を行うことができました。平成 26 年 11

月より『相談支援センター空色』を開設し、相談支援事業を実施しました。利用者 3 名、

相談員 1名（兼務）の体制となりました。相談支援事業については来年度以降、本格的に

実施できるよう職員体制等の整備が必要と考えます。	 

	 今年度から開始した、公的福祉サービスが利用できない施設入所者の方への『外出支援

サービス』については、1名の利用契約を行い、定期的な外出・余暇支援を行うことがで

きました。来年度は利用者を増やせるよう、地域の入所施設等への啓発活動を行いたいと

思います。当サービス利用に係る利用料負担軽減のために京都地域創造基金の寄付金募集

事業も行い、寄付金募集活動も行いました。来年度も事業の継続が決まり、更なる発展を

目指したいと思います。	 

	 昨年度から実施している勉強会（ヘルパーステーションそらいろ従業者対象）について、

今年度は他法人の事業所 2 カ所と共同で開催しました。『そらいろ勉強会』として障害特

性（自閉症）や障害福祉制度について学ぶ場になりました。受講者からのアンケートをと

り、研修内容の充実に力を入れることができました。その他、法人内での研修会や施設見

学会も定期的に行うことができました。	 

	 雇用関係において、来年度に向けて幾つかの変更を行いました。ヘルパーステーション

そらいろの従業員が働きやすい職場環境を作るため、変形労働時間制や短時間正職員制度

の導入、キャリアパスの整備等を行いました。その他、職場環境の整備を行いました。働

きやすい職場づくりに取り組んだ法人として、平成 27 年 3 月に「きょうと福祉人材育成

認証制度」の認証を受けることができました。	 

	 地域との交流活動としては、ボランティアの受け入れ（2名）を行いました。絵画等の

創作活動をしてくださる方にも来ていただくことができました。平成 26 年 12 月 23 日に

は『やましろのタカラフェスティバル』に展示ブースを出展し、活動紹介をすることがで

きました。平成 27 年 3 月 22 日には『第三回バーベキューを食べよう会』を開催し 40 名

の参加者と交流を深めることができました。バーベキューには地域の障害者施設の利用

者・職員の方も招き、新しいつながりを作ることができました。	 

	 広報活動は、広報紙『ゆうさぽ通信』やホームページ、ブログ、Facebook ページ等に

より発信しました。広報紙は 4回発行し、ホームページ等の更新は随時行いました。	 
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２	 事業の実施に関する事項	 

(1)	 特定非営利活動に係る事業	 

事	 業	 名	 

(定款に記載

した事業)	 

具体的な事業内容	 

(A)当該事業の	 

実施日時	 

(B)当該事業の	 

実施場所	 

(C)従事者の人数	 

(D)受益対象	 

者の範囲	 

(E)人数	 

事業費の金額

（概算）（単

位：千円）	 

障害者自立支

援法に基づく

障害福祉サー

ビス事業	 

居宅介護事業、重度訪問介護

事業、行動援護事業の実施。	 

(A)平成 26 年 4 月

1 日〜平成 27

年 3 月 31 日	 

(B) 京 都 市 伏 見

区、宇治市、

城陽市、京田

辺市	 

(C)8 名	 

(D)	 京都市伏

見区、宇

治市、城

陽市、京

田辺市に

住む障が

い者	 

(E)12 名	 

	 

障害者自立支

援法に基づ

く相談支援

事業	 

指定特定相談支援事業、障害

児相談支援事業の実施	 

(A)	 平成 26 年 11

月 1日〜平成 27

年 3 月 31 日	 

(B)	 京都市伏見

区、宇治市、

城陽市、京田

辺市	 

(C)1 名	 

(D)城陽市に

住む障が

い者	 

(E)3 名	 

	 

障害者自立支

援法に基づ

く地域生活

支援事業	 

① 移動支援事業の実施。	 
② 日中一時支援事業の実

施。	 

(A)平成 26 年 4 月

1 日〜平成 27

年 3 月 31 日	 

(B) 京 都 市 伏 見

区、宇治市、

城陽市、京田

辺市	 

(C)9 名	 

(D)①	 京都市

伏見区、

宇治市、

城陽市、

京田辺市

に住む障

がい者	 

	 ②城陽市に

住む障が

い者	 

(E)36 名	 

	 

障害者の地域

生活支援の

為の事業	 

① 施設入所者の方への外
出支援サービスを行う	 

② 青少年野外活動総合セ
ンター友愛の丘にてイ

ベント（バーベキュー）

を開催。障がいがある

方とその家族の交流の

場をつくる。	 

(A)	 

①平成 26年 4月 1

日〜平成 27 年

3 月 31 日	 

②平成 27 年 3 月

22 日	 

(B)城陽市	 

(C)9 名	 

(D)	 

①城陽市の施

設入所者	 

②宇治市、城

陽市、京

田辺市に

住む障が

い者とそ

の家族	 

(E)	 

①1 名	 

②40 名	 
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福祉、介護に

係る教育研

修及び情報

交流事業	 

① ヘルパーステーション
そらいろ従業者を対象

にした勉強会の実施。	 

② 地域の居宅介護事業と
合同で行う勉強会の実

施。	 

(A) 	 
①平成 26 年	 

4 月 26 日	 

5 月 23 日	 

5 月 30 日	 

6 月 13 日	 

6 月 27 日	 

7 月 25 日	 

9 月 12 日	 

9 月 19 日	 

10 月 17 日	 

10 月 31 日	 

	 平成 27 年	 

	 	 1 月 16 日	 

	 	 1 月 23 日	 

	 	 2 月 20 日	 

②平成 26 年	 

	 	 7 月 4 日	 

	 	 11 月 28 日	 

	 平成 27 年	 

	 	 2 月 13 日	 

(B)城陽市	 

(C)	 

①8 名	 

(D)ヘルパー

ステーシ

ョンそら

いろの従

業者	 

(E)	 	 

①8 名	 

②25 名	 

	 

ホームヘル

パー養成研

修に関する

業務 

準備中。	 (A)なし	 

(B)なし	 

(C)0 名	 

(D)なし	 

(E)0 名	 

	 

（備考） 
１	 ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして

記載する。	 

	 ２	 ２(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他

の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。	 

	 


